
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
が
、
自
動
車
の
運
転
上
必
要
な
注
意
を
怠
る
過
失
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
運
転
行
為
の
悪
質
性
・
危
険
性
や
発
生
し
た
結
果
の
重
大
性
な
ど
事
案
の
実
態
に
即
し

た
適
正
な
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
対
象
と
な
る
自
動
車
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ

た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
も
同
様
と
す
る
こ
と
。

二

危
険
運
転
致
死
傷
罪
及
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
や
法
定
刑
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
交
通
事

故
の
実
態
や
科
刑
状
況
等
を
注
視
し
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
れ
ば
速
や
か
に
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

三

悪
質
・
危
険
な
運
転
行
為
に
よ
り
死
傷
事
故
を
起
こ
し
た
者
が
い
わ
ゆ
る
「
逃
げ
得
」
と
な
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う

適
正
な
捜
査
の
遂
行
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
刑
の
裁
量
的
免
除
規
定
や
罰
金
刑
の
適
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
も

引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
適
切
な
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。



四

自
動
車
が
移
動
や
輸
送
の
日
常
的
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
交
通
刑
務
所
等
の
矯
正
施
設
に
お
け
る
安
全

運
転
に
資
す
る
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
更
な
る
充
実
を
図
る
等
、
再
犯
防
止
策
の
一
層
の
充
実
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

五

交
通
事
犯
の
被
害
者
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
故
発
生
時
、
捜
査
段
階
を
含
め
、
被
害
者
等
の
心
情
に
適
切
な
配
慮
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
な
情
報
の
提
供
や
支
援
等
が
適
切
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
保
護
策
の
一
層
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

六

自
動
車
事
故
に
係
る
処
罰
規
定
が
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
改
正
の
内
容
の
周
知
徹
底
や
交
通
安
全
の
啓
発

活
動
等
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
飲
酒
運
転
等
の
悪
質
・
危
険
な
運
転
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
意

識
の
一
層
の
向
上
を
図
り
、
事
故
の
未
然
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

七

自
動
車
事
故
の
防
止
に
は
、
運
転
者
の
安
全
意
識
の
み
な
ら
ず
、
道
路
交
通
環
境
の
整
備
、
自
動
車
の
構
造
改
善
、
運
転

者
の
勤
務
環
境
の
整
備
、
交
通
安
全
教
育
の
充
実
な
ど
多
面
的
・
総
合
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本

改
正
と
併
せ
て
関
係
機
関
等
の
更
な
る
連
携
の
強
化
を
図
り
、
必
要
な
施
策
が
一
層
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


